
特殊建築物の敷地の位置について 

議案第１９８０号 

資料２ 



 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用

途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が

決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならな

い。 

１ 建築基準法第５１条（特殊建築物の位置） 

 ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した

場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しく

は増築する場合においては、この限りでない。 

※特定行政庁：建築基準法を執行する機関(建築主事が置かれている自治体の長） 
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 法第51条に規定する「その他政令で定める処理施設」とは、

廃棄物処理法施行令第５条に規定する『ごみ処理施設』及び

同令第７条に規定する『産業廃棄物処理施設』を指す。 

廃棄物処理法施行令第５条 

（第１項）  
ごみ処理施設 
（一日当たりの処理能力が五トン以上（焼却施
設にあっては、一時間当たりの処理能力が二百
キログラム以上又は火格子面積が二平方メート
ル以上）） 

廃棄物処理法施行令第７条 

（第７号） 
廃プラスチック類の破砕施設 
（一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの） 

 

２ 建築基準法施行令で定める処理施設 
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○都市計画における敷地の位置の
決定又はただし書きによる敷地
の位置に関する許可 

 ・都市計画マスタープランとの整合 
 ・土地利用計画との整合 
 ・都市計画施設との整合 
 ・市街地開発事業との整合 

建築基準法 
（第51条） 

 

○産業廃棄物処理施設の設置許可 
 ・施設の技術基準 

 ・周辺地域への環境影響 

 ・事業者の技能、経理的基礎 など 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（廃棄物処理法） 

産業廃棄物処理施設の設置 

県の地方振興局（県民環境部）
において審査 

３ 産業廃棄物処理施設の設置に必要な手続き 
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１ 都市計画マスタープランとの整合 

 ・当該市町村の都市計画マスタープランの内容と著しく乖離しないこと。 

 

２ 土地利用計画との整合 

 ・土地利用計画上支障がないこと。 

 ・原則として住居系を避け、工業系用途地域とすること。 

 

３ 都市計画施設との整合 

 ・道路、公園等の都市計画施設に支障を与えないこと。 

 

４ 市街地開発事業との整合 

 ･土地区画整理事業、市街地再開発事等の市街地開発事業に整合していること。 

４ 都市計画上の支障の有無（４つの視点） 
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特殊建築物の敷地 

一般及び産業廃棄物処理施設 

敷地面積A=25,739.48㎡ 

国道4号 

本宮市役所 

県道本宮・岩代線 

白沢総合支所 
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５ 位置図① 



市道久保入・西岩角線 

市道除石・江口線 

市道関宿８号線 

市道大山・松沢線 

県道本宮・岩代線 

国道4号 

東北自動車道 

県道須賀川・二本松線 

県道二本松・金屋線 

和田工業団地 

特殊建築物の敷地 

一般及び産業廃棄物処理施設 

敷地面積A=25,739.48㎡ 

本宮市役所 

用途地域 

白沢総合支所 
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６ 位置図② 



【会社の概要】 

 ○商号    株式会社二瓶商店 

 ○代表者   代表取締役 二瓶 浩幸 

 ○本社所在地 福島市野田町６丁目８番３６号 

 ○現在の事業 産業廃棄物処理業 

 

【一般及び産業廃棄物中間処理施設の概要】 

 ○施設名  株式会社二瓶商店 白沢工場 

 ○所在地  本宮市和田字関宿１０－１外９筆（和田工業団地内） 

 ○敷地面積 25,739.48㎡（自己所有） 

 ○建物面積  4,806.77㎡（自己所有） 

 ○処理施設（廃プラスチック関係）  

  ①破砕施設（洗浄破砕機）：処理能力１５ｔ／日※ 

  ②溶融施設（ＥＰＳ減容機）  ③圧縮施設（残渣用圧縮梱包機） 

  ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条及び第７条の許可対象施設 

    ・第５条：ごみ処理施設（処理能力５ｔ／日以上のもの） 

    ・第７条第７号：廃プラスチックの破砕施設（処理能力５ｔ／日を超えるもの）  

 ○中間処理材の種類及び流通 

  ①破砕したプラスチック→プラスチックペレットにして売却 

  ②溶融したプラスチック→プラスチック製品の原料として売却 

  ③圧縮したプラスチック→固形燃料（ＲＰＦ）の原料として売却 
7 

７ 会社及び施設の概要 



：一般及び産業廃棄物処理施設として使用する建築物 

：附属建築物 
凡
例 

工場棟 

車庫 

管理棟 

機械室(1) 
機械室(2) 

ポンプ室 

市
道
関
宿
８
号
線 

11.0m 

施設搬出入口 

場内搬出入口 
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８ 敷地配置図 



Ｂ 
Ａ 

市道から見た搬出入口 搬出入口から見た場内搬出入路 

場内搬出入路 

Ａ 

：撮影方向 

市道関宿８号線 

工場棟 

工場棟 

Ｂ 
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９ 現地写真①（搬出入口・搬出入路） 



＜産業廃棄物ストックヤード＞ 

＜一般廃棄物ストックヤード＞ 

搬出入口 

解砕機 

磁選機 

光学式選別機 

破砕機 圧縮機 

溶融機 脱水機 
乾燥機 

ペレット化 

（水洗浄） 
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１０ 工場棟平面図 



搬出入口 

工場棟 

搬出入口 

一般廃棄物ストックヤード 

工場棟外観 

工場棟内観 

一般廃棄物ストックヤード 

産業廃棄物ストックヤード 

37m 

3
6

m
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１１ 現地写真② 



【解砕】 【選別】 

【破砕】 

ペレット 

洗浄・乾燥後 

3
6

m
 

1
6

m
 

56.8m 

解砕機 

磁選機 

光学式選別機 

破砕機 

脱水機 
乾燥機 
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１２ 現地写真③ 



視  点 状  況 

１ 市町村都市計画マスター 

  プランとの関係 

地区 ： 和田地区 

方針 ： 工業拠点エリア 

２ 土地利用計画との関係 
用途地域なし 

 ただし、 和田工業団地内 

３ 都市計画施設との関係 
当該地に道路、公園、下水道などの都市施設は
計画されていない。 

４ 市街地開発事業との関係 当該地に市街地開発事業は計画されていない。 

１３ 都市計画上の支障の有無（４つの視点）  
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